
平成24年12月12日 
総務委員会 

 
 

公益法人移行に伴うＪＳＡＦ諸規程の新設、見直し 
並びにＪＳＡＦホームページへの掲載の件 

 

 

今般、下記のとおりＪＳＡＦ諸規程の新設、見直しを実施するとともに、ＪＳＡＦホームページへ記載す

ることといたしましたので、お知らせします。 

 

 
記 

１．趣旨 

公益財団法人移行時に新定款を制定したことに伴い、従来旧寄附行為の下に制定されていた下位規

程等の新設、見直しを行いました。 

 

２．新設、見直しの進め方 

（１）新設、見直しに当たっては、内閣府作成の「公益認定等ガイドライン」等を参照しました。 

（２）新公益法人制度では、法人の公益性、透明性の更なる向上が求められ、内部統制関係（情報公開、

個人情報管理、リスク管理、コンプライアンス、公益通報者保護、等）諸規程の整備が要請されて

いるため、これらを新設しました。 

（３）旧寄附行為下の諸規程の見直しを行いました。所轄の委員会が明確な規程等は、当該委員会に現行

諸規程の見直しを依頼しました。ルール委員会、レース委員会、ＯＤＣ計測委員会関係諸規程につ

いては、平成２４年９月８日理事会議決にて一部内容の修正を先行実施しており、それ以外の部分

について、総務委員会にて定款、諸規程間の整合性を検証しました。その他の諸規程は、総務委員

会にて一括して新設、見直しを行っております。 

（５）諸規程内表記の統一を図りました。（公益財団法人日本セーリング連盟（以下、「連盟」という。）

など。） 

 

３．対象諸規程（新設、見直しの概要） 

別紙．記載のとおりです。（平成２４年９月８日理事会議決分を含む。） 

 

４．諸規程のＪＳＡＦ－ＨＰへの公開 

（１）今回の新設、見直しに併せて、新公益法人制度の趣旨を踏まえ、定款以外の諸規程についても、原

則として公開することとしました。（近日中） 

（２）ただし、当該規程の対象者が特定少数者であるもの（ＪＳＡＦ職員実務関係諸規程、オリンピック

ナショナルチーム関係者向け規程【関係者の国内及び現地携行実務マニュアル】等）は公開せず、

開示要請があった場合にその都度開示する方式とします。 

（３）ホームページ掲載にあたっては、情報公開欄での一括掲載を行うとともに、関係委員会ホームペー

ジから当該諸規程へのリンクによりアクセスできるようにします。 

 

５．ＪＳＡＦ－ＨＰへ開示する諸規程 

別紙「ＨＰ掲載」欄記載のとおり。 

以上 
 



別紙．新設並びに見直しを行う諸規則等（公益法人移行時策定済み分を含む。） 
NO 名  称 区分 ＨＰ 

掲載 

新設、見直し概要 

1 定款 定款 ○ 公益法人移行時策定済み。 

平成２４年６月１６日一部改訂 

2 行動規範 規範 ○ 内閣府ガイドラインにより見直し。 

前文挿入（公益法人化経緯） 

本文追加挿入（私的利益禁止、情報開示、

説明責任、個人情報保護） 

総務委員会関係 

3 職務規程 規程 ○ 主として法人名の変更 

4 運営規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

加盟団体コード修正及び規定化（附則と

して追加） 

5 会議運営ガイダンス ガイダ

ンス 

○ 主として法人名の変更 

6 委員会運営ガイダンス ガイダ

ンス 

○ 主として法人名の変更 

7 評議員会運営ガイダンス ガイダ

ンス 

○ 公益法人移行時策定済み 

「ＪＳＡＦ」→「連盟」へ変更 

8 全国加盟団体代表者会議運営ガイダ

ンス 

ガイダ

ンス 

○ 公益法人移行時策定済み 

法人名の変更 

9 理事及び監事候補者推薦手続規則（内

規） 

規則 ○ 公益法人移行時策定済み 

「ＪＳＡＦ」→「連盟」へ変更、同規程

と一本化 

理事及び監事候補者推薦手続規程（内

規） 

規程 ○ 公益法人移行時策定済み 

「ＪＳＡＦ」→「連盟」へ変更、同規則

へ一本化 

10 理事及び監事推薦候補者管理委員会

運営ガイダンス 

ガイダ

ンス 

○ 公益法人移行時策定済み 

法人名の変更 

11 評議員の選定委員会運営規程 規程 ○ 公益法人移行時策定済み 

「規定」→「規程」へ変更 

12 会員に関する規程 規程 ○ 公益法人移行時策定済み 

「本連盟」→「連盟」へ変更 

13 寄附金等取扱規程 規程 ○ 公益法人移行時策定済み 

「本連盟」→「連盟」へ変更 

14 資産運用規程 規程 ○ 公益法人移行時策定済み 

「本連盟」→「連盟」へ変更 

15 情報公開規程 規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

開示対象書類及び保存期間の制定・文書

取扱規則文書保存期間と統一 

16 個人情報保護に関する基本方針 

個人情報管理規程 

業務上保有する個人情報の利用目的 

規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

個人情報の利用目的の確定 

17 リスク管理規程 規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

18 公益通報者保護規程 規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

19 コンプライアンス規程 規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

20 役員等の報酬・退職金及び費用に関す

る規程 

規程 ― 公益法人移行時策定済み 

「本連盟」→「連盟」へ変更 



【平成２５年度第１回評議員会にて議

決予定】 

21 印章規程 規程 ― 主として法人名の変更 

22 文書取扱規程 規程 ― 主として法人名の変更 

文書保存期間の見直し（情報公開規程文

書保存期間と統一） 

23 事務局処務規程 規程 ― 主として法人名の変更 

24 連盟マークの使用規程 規程 ― 主として法人名の変更 

25 名刺作成の基準 基準 ― 主として法人名の変更 

26 契約規程 規程 ― 主として法人名の変更 

27 職員就業規則 規則 ― 主として法人名の変更 

賃金規定を一部「日体協給与規程」準拠

に変更、年次有給休暇を一部法定に従い

修正 

28 職員旅費規程 規程 ― 主として法人名の変更 

29 職員退職金規則 規則 ― 主として法人名の変更 

30 ホームページ運用規程 規程 ― 主として法人名の変更 

31 表彰規程 規程 ○ 主として法人名の変更 

32 表彰規程細則 細則 ○ 主として法人名の変更 

33 懲戒規程 規程 ○ 主として法人名の変更 

34 小型船舶免許乗船経歴の証明につい

ての規程 

規程 ○ 主として法人名の変更 

35 スポーツ仲裁に関する規則 規則 ○ 平成１６年７月１０日開催の財団法人

日本セーリング連盟平成１６年度通常

第二回理事会にて決議された同内容を、

規則として新設 

財政委員会関係 

36 監事監査規程 規程 ○ 内閣府ガイドラインにより新設 

監事団にて、事務局案一部修正 

37 経理規程 規程 ― ・主として法人名の変更 

・経理責任者は、権限者の承認を得てい

る支払案件に対し実際の支出を承認・

管理する立場と規定 

・文書保存期間（財務諸表等）を永年に

変更。 

38 経理事務規則 規則 ― 主として法人名の変更 

39 決裁規程及び専決決裁区分表 規程 ― 主として法人名の変更 

「決済」→「決裁」に変更 

決裁区分見直し 

ルール委員会関係 

40 最高審判委員会規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

「最高審判委員会規則」の第３条の(5)、

第１２条の３において、「競技規則６９．

２による処置（適用）」を「競技規則６

９に基づく連盟の処置」へ変更 

41 ナショナルジャッジ・ナショナルアン

パイア規程 

規程 ○ 主として法人名の変更 

（受講料、認定料改定、認定者公示方法

変更、加盟団体コード修正） 



42 ナショナル・ジャッジ、ナショナルア

ンパイア規程施行細則 

細則 ○ 主として法人名の変更 

43 ジャッジ・アンパイア制度事務取扱要

領 

要項 ○ 主として法人名の変更 

44 ＩＪ／ＩＵの推薦候補選定等に関す

る基準 

基準 ○ 主として法人名の変更 

45 公益財団法人日本セーリング連盟規

程 

規程 ○ 主として法人名の変更 

レース委員会関係 

46 外洋レース規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

47 レースオフィサー規程 規程 ○ （主として法人名の変更、レースオフィ

サー名簿公示方法変更、更新要件の簡素

化、更新時、認定証発行廃止） 

48 レースオフィサー制度事務処理要領 要領 ○ （主として法人名の変更、講習料、認定

料変更、事務手続簡素化、加盟団体コー

ド修正） 

49 レース運営規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

50 ＩＳＡＦ－ＩＲＯ候補者の推薦基準 基準 ○ 主として法人名の変更 

ＯＤＣ計測委員会関係 

51 公式計測員規程 規程 ○ （主として法人名変更、認定証交付廃

止） 

52 ＩＳＡＦ－ＩＭ候補者の推薦基準 基準 ○ 主として法人名の変更 

53 計測委員会運営規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

54 ＯＤＣ計測委員会業務処理要領 要領 ○ （主として法人名の変更、認定証交付廃

止、加盟団体コード修正） 

オリンピック特別委員会関係 

55 ナショナルチームに関する規程 規程 ― 主として法人名の変更 

緊急連絡先の更新 

外洋総務委員会関係 

56 外洋艇登録規則 規則 ○ 主として法人名の変更 

現在使用していない古いセール番号の使

用可、艇登録本部受付可 

57 所属海岸局への加入・登録規程  ○ 主として法人名の変更 

58 所属海岸局管理規程  ○ 主として法人名の変更 

組織実態に合わせ、一部表記を修正 

国際委員会関係 

59 ＩＳＡＦサブミッション提出のガイ

ドライン 

ガイド

ライン

― 主として法人名の変更 

国体委員会関係 

60 国体セーリング競技役員編成基準 基準 ― 変更なし 

ドーピング裁定委員会関係 

61 ドーピング防止規程 規程 ○ 主として法人名の変更 

＊ 「新設、見直し概要」欄中、括弧表記は２０１２年９月８日理事会改定承認分 
以上 


